
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第６編 事故災害対策編＞ 
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（事故災害対策編） 
 
（Ⅵ-1-1）防火地域及び準防火地域の指定状況 
 

    埼  玉  県 

  Ａ．防  火  地  域 （ha）          ８１５ 

  Ｂ．準 防 火 地 域 （ha）     ９，６９８ 

  Ｃ．市 街 化 区 域 （ha）   ７２，２５３ 

     （Ａ＋Ｂ）／Ｃ           ０．１５ 

                                    令和５年３月３１日現在 
 
 
 
 
（Ⅵ-1-2）都市防災不燃化促進事業制度フロー 
 
 

対 象 地 区 の 選 定 
 
 

調査の実施（補助率１／３）  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

防火・準防火地
域、特定防災街区
整備地区の指定＊ 

 

防災街区整備地区
計画の策定（特定
建築物地区整備計
画の策定） 

 
 

建築協定の締結 
高度地区の指定 

特定防災街区整備
地区の指定 

地区計画の指定 
 
 
 

 

 

 
 

不燃化促進区域の指定 
  

地区整備指針の策定 

 
 

地元説明、建築相談 
 

助成対象確認申請書の受理  
 

完了検査（建築基準法）  
                       交付申請、決定   

補助金交付（補助率１／２）  

 
 

対象地区： 

① 地域防災計画に定められる避難地、避難路、延焼遮断

帯周辺 

② 被災市街地復興推進地域内の道路の周辺 

③ 防災街区整備方針に規定する施設周辺 

④ 特定地区防災施設周辺 

 

 

＊ ①については防火地域又は特定防災街区整備地区内 

  ②・③については防火地域又は準防火地域内 

 

○建築協定：建築物を２階建て以上の耐火建築物又は準耐火

建築物とする。 

○高度地区：建築物の高さの最低限度を７ｍとする。 

○特定防災街区整備地区： 

      建築物の高さの最低限度が定められているもの

に限られる。 

○地区計画：建築物の高さの最低限度を７ｍとする。 

○特定建築物地区整備計画： 

      建築物を５ｍ以上の耐火建築物又は準耐火建築

物とする。 

 

 事業主体が定め、区域を告示 

 

助成条件： 

・２階建て以上の耐火建築物、準耐火建築物であること。 

・不燃化促進区域の指定後１０年以内に建築されるもの。 
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 別　水　利　の  現　況　

消 火 栓

河川 海 プ 濠 下 そ

小計 100㎥ 40～100㎥ 20～40㎥ 100㎥ 40～100㎥ 20～40㎥ 100㎥ 40～100㎥ 20～40㎥ 小 計 ・ ー ・ 　水　 の

(A)+(B) (A) 以上 未満 未満 以上 未満 未満 以上 未満 未満 溝等 湖 ル 池等 道 他

112,618 67,943 67,698 245 884 27,245 13,984 2,562 367 13,168 6,897 2,151 517 14,077 7,087 411 2,157 220 3 1,344 191 0 399

113,271 68,575 68,227 348 901 27,356 13,970 2,469 368 12,570 6,179 2,061 533 14,786 7,791 408 2,060 216 3 1,321 168 0 352

113,693 68,791 68,454 337 900 27,609 13,936 2,457 369 12,819 6,106 2,052 531 14,790 7,785 405 1,991 211 3 1,280 147 0 350

114,654 69,616 69,272 344 916 27,760 13,914 2,448 375 12,707 6,135 2,051 541 15,053 7,779 397 2,011 211 3 1,296 147 0 354

116,028 70,791 70,447 344 937 27,886 13,978 2,436 376 12,766 6,218 2,040 561 15,120 7,760 396 1,805 211 3 1,308 173 0 110

1 さいたま市 16,542 12,265 12,196 69 125 2,003 2,149 86 484 438 39 1,519 1,711 212 182 9 21

2 熊 谷 市 4,812 2,802 2,797 5 16 676 719 599 5 280 284 419 11 396 435 180 57 53 4

3 川 口 市 9,783 7,155 7,097 58 60 616 1,952 25 223 667 35 393 1,285 106 90 4 12

4 行 田 市 2,270 814 806 8 1 131 44 1,280 1 38 21 1,237 93 23 43

5 春 日 部 市 3,181 2,017 2,008 9 42 681 441 19 334 158 23 347 283 37 31 4 2

6 羽 生 市 1,171 371 371 1 301 349 149 143 235 134 1 158 114 15 23 18 1 4

7 深 谷 市 5,240 2,816 2,816 18 1,724 420 262 3 1,124 383 249 15 600 37 13 62 5 41 13 3

8 上 尾 市 3,739 2,295 2,295 30 460 954 14 138 269 16 322 685 34 34

9 越 谷 市 3,087 1,772 1,772 145 1,088 82 57 389 51 88 699 31 78 60 7 11

10 蕨 市 897 604 604 22 202 69 8 13 52 14 189 17 9 9

11 戸 田 市 2,210 1,376 1,376 10 818 6 5 198 2 5 620 4 19 18 1

12 三 郷 市 1,611 1,125 1,115 10 37 449 6 141 31 308 54 25 29

13 蓮 田 市 702 517 517 2 159 24 75 9 2 84 15 22 1 14 7

14 伊 奈 町 822 538 538 12 104 168 6 23 90 6 81 78 6 6

15 埼玉県南西部 5,041 3,115 3,063 52 138 1,775 13 31 855 13 107 920 80 63 3 14

16 秩 父 3,223 1,156 1,133 23 10 1,664 393 7 1,594 372 3 70 21 53 8 1 37 7

17 入間東部地区 4,994 3,186 3,186 3 1,144 661 115 150 3 1,029 511 26 20 2 4

18 吉 川 松 伏 1,549 1,110 1,110 17 401 21 9 225 21 8 176 20 20

19 児玉郡市広域 3,619 2,279 2,279 4 982 209 145 4 901 209 81 145 34 34

20 坂戸・鶴ヶ島 2,313 968 968 14 836 495 11 346 367 3 490 128 43 43

21 比 企 広 域 5,446 3,588 3,523 65 17 1,444 397 9 914 188 8 530 209 142 56 86

22 川 越 地 区 4,822 2,962 2,961 1 11 1,310 539 4 483 493 7 827 46 89 87 2

23 埼玉県央広域 3,824 2,215 2,215 12 752 844 1 1 334 512 1 11 418 332 87 27 57 1 2

24 西入間広域 1,314 587 584 3 18 550 159 2 365 131 16 185 28 21 2 2 13 4

25 埼 玉 西 部 12,110 6,198 6,188 10 24 3,812 2,076 8 1,144 738 16 2,668 1,338 171 3 133 7 28

26 埼 玉 東 部 7,911 4,775 4,744 31 42 2,489 605 17 1,461 325 25 1,028 280 262 140 102 19 1

27 草 加 八 潮 3,795 2,185 2,185 106 1,315 189 38 426 40 68 889 149 58 58

令和 4年

防火水槽

井 戸

防火水槽

井 戸

 消防本部名

平成30年

令和元年

令和 2年

令和 3年

防火水槽

井 戸

消　防　本　部
（令和4年4月1日現在）

         区 分

合計

小　計　(B)＝(C)+(D） 公　　　設　　(C) 私　　　設  (D) そ　　　の　　　他

公設 私設
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昭和28年 13 10 276 414 5
33年 14 20 16 370 25 991 25
38年 25 29 2 9 19 434 28 1007 10
43年 36 46 7 8 40 26 500 24 872 43
48年 84 82 21 29 89 99 599 42 540 98
53年 109 125 29 39 141 151 551 29 364 152
58年 119 152 43 41 170 379 567 28 387 214
63年 132 169 45 45 194 449 593 24 371 244

平成 5年 136 179 64 48 216 482 602 19 398 301
10年 158 168 67 51 225 525 590 20 397 362
15年 156 176 66 51 236 523 580 22 331 98 23
19年 155 171 65 50 246 539 576 24 318 100 34
20年 157 172 64 49 251 537 573 24 307 103 35
21年 154 177 63 49 253 543 574 22 302 115 36
22年 154 173 63 49 254 552 572 22 291 114 36
23年 150 175 63 49 255 548 569 24 305 93 35
24年 151 175 62 47 253 544 574 23 297 101 35
25年 152 172 63 46 257 548 574 23 299 101 36
26年 157 168 62 44 260 556 571 23 302 103 40
27年 158 167 61 42 260 557 568 23 301 100 43
28年 162 164 62 42 262 561 566 23 300 111 46
29年 162 167 62 41 264 573 564 23 298 105 46
30年 167 164 60 41 269 572 566 22 292 107 45

令和元年 168 162 61 41 274 585 567 22 291 109 49
　　 2年 171 162 61 41 283 571 566 22 290 109 50

注2　本表中の「普通車」とは、「消防ポンプ自動車」である。
注3　本表中の「水槽付車」とは、「水槽付消防ポンプ自動車」である。
注4　本表中、消防本部・消防署欄の「その他」とは、「指揮車」、「救助工作車」及び「資機材搬送
　 車」等をいい、消防団欄の「その他」とは、「指揮車」及び「広報車」等をいう。

（各年4月1日現在）

    消防機械の保有数の推移　　

消　防　本　部　・　消　防　署　 （台） 　　消　　　防　　　団　　　(台）

普通
車

水槽
付車

はし
ご車

化学
車

救急
車

その他

　 を別にした。

水槽
付車

小型動力

ポンプ
積載車

小型
動力
ポンプ

その他

注1　平成15年度から消防団欄に「小型動力ポンプ積載車」を設け、「小型動力ポンプ」・「その他」

普通
車

区分

年別
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（資料編Ⅵ-1-4）森林面積 
                                                           （令和４年３月末） 
 区   分  人 工 林  天 然 林   竹  林 無立木地等    計 

         ha         ha         ha         ha         ha 

 公 有 林    8,353    6,605        6      177    15,141 

  私 有 林   48,707   42,198      423      433    91,761 

  国 有 林    2,245    9,637        0      439    12,321 

  合   計   59,305   58,440      429    1,046   119,223 

 注 合計と内訳が一致しないのは四捨五入による 

※森林面積は「森林資源現況調査（令和４年３月３１日現在）」に基づく 
 
 
（資料編Ⅵ-2-1） 高圧ガス施設の現況 
                     （令和５年３月３１日現在） 

区 
 
 
分 

 高圧ガス製造所 

 一 般 高 圧 ガ ス 製造 所 
 液 化 石 油 ガ ス 製造 所 
 一般・液石ガス製造所 
 冷 凍 関 係 製 造 所 

    ６７６件 
    １２８ 
     ２２ 
  １，８５４ 

 高 圧 ガ ス 貯 蔵 所     ４８６ 

 高 圧 ガ ス 販 売 所   ３，７１７ 

 そ     の     他     ２５７ 

     合           計   ７，１４０ 
 
 
（資料編Ⅵ-2-2） 銃砲、火薬類施設の現況 
                     （令和５年３月３１日現在） 

 猟 銃 等 製 造 ・ 販 売 事 業 所           ２６件 

 火 薬 類 製 造 事 業 所 注１           １０件 

 火 薬 類 販 売 事 業 所 注２           ２８件 

 競 技 用 紙 雷 管 販 売 事 業 所 注３         １２１件 

 火 薬 庫 注４           ８３棟 

 産 業 火 薬 消 費 場 所           １７件 
 注１ 火薬類製造事業所は、経済産業省管轄 ２件を含む 
 注２ 火薬類販売事業所は、さいたま市管轄５件、川越市管轄１件を含む 
 注３ 競技用紙雷管販売事業所は、さいたま市管轄１０件を含む 
 注４ 火薬庫は、さいたま市管轄２棟、川越市管轄７棟を含む 
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（資料編Ⅵ-2-3） 毒劇物取扱施設の現況 
 
         薬務課：R5.3.31 現在 

                     期末施設数 
製造業 189 

輸入業 60 

一般販売業 1,783 

農業用品目販売業 302 

特定品目販売業 64 

電気めっき業 100 

金属熱処理業 3 

運送業 19 

しろあり防除業 0 

特定毒物研究者 78 

特定毒物使用者 25 

合計 2,623 

 
 
 
（資料編Ⅵ-2-4） サリン等による人身被害の連絡通報体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ・緊急調査班の派遣 

     

 

 

 

消防庁 消防本部 
警察本部 発見者 

警察署 

警察庁  
危 機 管 理 防 災 部 
保 健 医 療 部 
県 災 害 対 策 本 部 
（支部又は対策会議） 

 
市町村担当課 
市 町 村 
災害対策本部 

埼 玉 県 環 境 科 学 
国 際 セ ン タ ー 
（ガス分析、水質分析） 

指定地方行政機関 指定公共機関 指定地方公共機関 

自衛隊 
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（資料編Ⅵ-2-5） サリン等による人身被害の原因解明のための連絡体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

 
 
（資料編Ⅵ-2-6） 自衛隊有毒物質汚染除去派遣要請連絡系統 
 

 警察本部 

 
 

 警 察 署      消防本部 

 
  
  危機管理防災部 
   

  
市町村担当課 

 県災害対策本部 
（支部又は対策本部） 

 市  町  村 
災害対策本部 

 
 

 陸上自衛隊第３２普通科連隊 第３科 

 
 
 
 
 
 
 

消防庁 消防本部 
警察本部 

警察署 

警察庁  
危 機 管 理 防 災 部 
保 健 医 療 部 
県 災 害 対 策 本 部 
（支部又は対策会議） 

埼玉県 
衛生研究所 
（水質分析） 

埼 玉 県 環 境 科 学 
国 際 セ ン タ ー 
（ガス分析、水質分析） 

指定地方行政機関 指定公共機関 指定地方公共機関 

自衛隊 

（一社）埼玉県環境検査研
究協会（水質分析） 
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（資料編Ⅵ-2-7） 陸上自衛隊災害派遣要請連絡系統 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
師 団 

埼玉県知事 

危機管理防災部 

市町村長 

市町村防災会議 

第 3 科長 
 

（第３２普通科連隊長） 

れい下部隊 
埼玉隊区内
駐屯各部隊 

災害派遣の実施 

駐屯地司令の職に
ある部隊等の長 

災害派遣の実施 

１ 時間の余裕のない場合 
２ 駐屯地近傍の小規模災害 
  の場合 
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